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白金一丁目東部北地区市街地再開発組合の解散について 
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白金一丁目東部北地区の街づくりについて

２ これまでの主な経緯

４ 施設建築物の概要１ 計画地の位置・地区の概要

３ 整備する主な公共施設等

平成１６年 ６ 月 白金のまちを考える会発足

平成１７年 ２ 月 白金一丁目北地区再開発研究会発足

平成２１年１０月 白金一丁目北地区北街区市街地再開発準備組合設立

平成２４年 ３ 月 白金一丁目東部北地区市街地再開発準備組合設立

平成２５年 ７ 月 白金一丁目東部北地区地区計画及び白金一丁目東部北

地区第一種市街地再開発事業の都市計画決定

平成２７年 ４ 月 白金一丁目東部北地区市街地再開発組合設立認可

平成３０年 ３ 月 権利変換計画認可

令和 元 年 ８ 月 工事着手

令和 ５ 年 ２ 月 工事完了

令和 ７ 年 ２ 月 組合解散認可

白金一丁目東部北地区は、放射第１号線と古川に面し、地下鉄白金高輪駅

に近い約１．８haの区域であり、住宅を中心に工場、事務所、店舗等の多様

な土地利用がなされていました。

周辺地区では、白金高輪駅に近接する白金アエルシティが平成１７年１１

月にしゅん工し、市街地再開発事業によるまちづくりが完了しています。

一方で、計画地内は、歩行者が安全に通行できる道路基盤が十分に整って

いないことや、建築物の老朽化、古川の増水による浸水被害などの課題を抱

えていました。このため、当事業において、街区再編により土地を集約化し、

道路等の基盤施設を整備・拡充するとともに、古川沿いの立地を生かした歩

行者通路などの整備を行い、市街地の整備水準が向上しました。また、長く

住み続けられる良質な住宅の導入、積極的な緑化や防災性の高いまちづくり

により、居住、業務、商業等の機能が融合した魅力ある複合市街地が形成さ

れました。

区分 種類 名称 面積・幅員 延長 備考

主要な
公共施設

道路
地区幹線道路1号 12ｍ～約14ｍ 約90ｍ 一部拡幅

地区幹線道路2号 10ｍ 約200ｍ 拡幅

公園 公園 約500㎡ － 新設

その他の
公共空地

歩行者通路 6ｍ 約240ｍ 新設

地区施設

広場 広場 約800㎡ － 新設

その他の
公共空地

歩道状空地 4ｍ 約235ｍ 新設

公共空地 約140㎡ －
新設

（水道施設を含む）

敷地面積 約11,087㎡

階数

高層棟 地上45階、地下1階

建築面積 約6,650㎡ 中層棟1 地上19階、地下1階

延べ面積 約134,998㎡ 中層棟2 地上4階、地下1階

主要用途
住宅、工場、事務所、

生活利便施設（店舗、病院）

建築物の高さ 約156ｍ

住戸数 1247戸

出典：国土地理院ウェブサイト
（https://www.gsi.go.jp/）
※基盤地図情報を加工して作成

■ 配置計画

■ しゅん工写真

地区南側から施設建築物を望む

地区北西から公園を望む
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□市街地再開発事業の流れ 
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